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婚前契約書 

 

夫となる者                  

本  籍                                   

所  在                                     

   

妻となる者                  

本  籍                                   

所  在                                     

   

 

上記夫となる者（以下，「甲」という。）と，上記妻となる者（以下，「乙」と

いう。）は，婚姻するにあたり，以下のとおり合意し本契約を締結する。 

 

第１条（夫婦のあり方） 

甲と乙は、いかなるときも、愛し慈しみ真心を尽くし、各々が今までに築き

上げた生活をさらに充実させ、また、発展させられるよう協力しあうことを

誓う。 

 

第２条（夫婦の財産） 

甲乙の財産中、婚姻前、婚姻中を問わず、甲及び乙が取得し取得時に未上場

であった株式は、名義人の財産とし、財産分与の対象から除くとする。 

 

第３条（適用除外） 

甲及び乙は、本契約が婚姻前に合意されたものであり、民法７５４条の定め

の適用がないことを相互に確認する。 

 

第４条（信義則） 

本契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合、および事情や状況の

変更によって見直しの必要が生じた場合には、誠意をもって協議の上、解決

を図るよう努めるものとする。 
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本合意成立の証として，本書２通を作成し，甲乙署名押印のうえ，各１通を

所持するものとする。 

 

        年    月    日 

 

（甲） 住 所 

 

氏 名 

 

 

（乙） 住 所 

 

氏 名 


